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午前10時00分 開議 

○議長（二橋益良） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 ９日に引き続き一般質問を行います。本日の質問

順序は、受付順により、１番、牧野考二君、２番、

佐原佳美さん、３番、高柳達弥君、４番、土屋和幸

君と決定いたしました。 

 初めに、15番 牧野考二君の発言を許します。そ

れでは15番 牧野考二君。 

  〔15番 牧野考二登壇〕 

○15番（牧野考二） 15番 牧野考二です。一般質

問をさせていただきます。 

 私の一般質問は、主題として湖西市のグランドデ

ザインはどのようになっているかということです。

つまり、10年、15年、20年先の計画はどのようにな

っているかと、考えているかということです。 

 まず質問の要旨として、市民会館、市の庁舎、消

防庁舎の老朽化による建てかえ、10年後には指令台

の入れかえ、お金の必要な話ばかりです。 

 また歳入を考えた場合、合併特例のお金も年々減

って、平成27年には１億3,476万6,000円です。景気

も低迷すると同時に、法人市民税が平成26年に比べ

て７億5,000万円減っています。人口をふやせば税

金もふえ、人口をふやすには土地の線引き、区域・

区分を改め、住宅を建てやすくすること、企業誘致

をして働く場所を提供する。このようなことを総合

的に考えるべきではないかと。今、何も打ち出して

いない。このまま市長が去られるのは残念であるし、

無責任であるようにも思います。 

 一昨年１回、昨年２回、ことしは９月６日、７日

に、湖西の議員団として15名で国へ陳情に行ってき

ました。ことしは財務大臣の麻生大臣にお会いする

ことができました。新所原駅北側及び南側の改修工

事にぜひ御支援をお願いしますと言ってきました。 

 そして、国土交通大臣、石井大臣にもお会いする

ことができました。前国土交通大臣の太田先生より、

浜松・三ヶ日・豊橋道路の話については引き継ぎを

受けているということで、前向きに考えたいという

お答えをいただきました。 

 環境副大臣の伊藤副大臣にお会いすることができ

ました。古い焼却炉の解体に多額の費用が必要です。

国からの援助をお願いしますと言いましたら、日本

の国全体のことだから、今後真剣に考えていくとい

う返事をいただきました。 

 さて、昨年ある副大臣にお会いしたとき、議員の

皆さんが陳情に来るときはほとんどの市では市長さ

んも一緒に来ますが、湖西市の市長さんはお見えに

なりませんねと、皮肉たっぷりに言われて帰ってき

ました。 

 我々の活動が今すぐ役立つとは思っていません。

今、湖西市で新・湖西市総合計画、2011年から2020

年を考えております。私はこの総合計画を否定する

つもりはありません。もっと先を考える必要がある

のではという思いです。何年か先のことを考えたと

き、今まで歩んできた道を振り返ってみることも大

事ではないかという観点から一般質問をさせていた

だきます。 

 質問の目的。任期満了によって市長は退職される

とお聞きしました。多くの課題を残したままで心苦

しいのではないかと思います。次期市長への道しる

べはどのように考えておられるか。また、どのよう

な期待を持っておられるかお聞きしたいと思います。 

 最初の質問、よろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） どうぞ。 

○15番（牧野考二） １番。人口減少問題を考えた

とき、湖西市も他の市町と同じ人口減少が大きな問

題になっているのは事実で、６万3,000あった人口

も、今は６万人を切ろうとしています。 

 市長は、子育て支援をうたい文句に12年、市のか

じ取りをしてこられましたが、現実には人口が減っ

ています。人口減少に歯どめをかけ、人口増加を同

時に期待することは誰しもが考えることです。 

 市長は人口減少に歯どめをかけ、人口増加をどの

ように考えていたか、お聞きしたいと思います。お
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願いいたします。 

○議長（二橋益良） 市長。登壇してお願いします。 

  〔市長 三上 元登壇〕 

○市長（三上 元） 湖西市の人口は、平成17年、

2005年をピークに減少に転じ、我が国全体におきま

しては、平成20年、2008年、３年おくれて人口減少

に転じております。 

 私が行ってまいりました人口増加策は、より住み

よい市街地を確保するための新所原駅橋上化、新所

原駅南や北の区画整理、新居内山などへの技術援助、

資金援助などであります。産業の発展による働く場

の提供として、企業立地促進奨励制度も創設いたし

ました。定住促進を図る住宅政策といたしまして、

勤労者住宅建設資金利子補給制度をつくりました。

母と子を大切にするまち、少子化対策といたしまし

て、子育て支援手当については、本来ならフランス

のように３万円ぐらいのものを18歳まで支援すべき

でありますが、国に働きかけ、あるいは一部は市独

自でも３歳までは支援をするという制度をつくりま

した。そして保育園・幼稚園の就園助成金の制度を

つくりました。 

 このような施策を実施してきたにもかかわらず、

人口が少しずつ減少しておるということは、まこと

に残念であり、牧野議員おっしゃるように、ここで

任期満了をもって退任することは大変残念ではあり

ますが、それは次の市長に託したい、そのように思

っております。以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 15番 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 市長はいろいろ施策を今やっ

たというようなお話をいただきました。しかしその

施策が全部成功しておりますかね。子育て支援にし

てもそうじゃないですか。それから働く人の住宅の

利子補給。利子補給したくても、もししたとしても、

湖西で皆さん家を建てる方がどれだけおりますか。

何で湖西に住宅を建てないかおわかりですか。市長、

いかがですか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） なぜ、湖西に住宅がふえてこ

ないか。これは推定でしかありませんが、昼間の人

口は7,000人も増加します。ということは、湖西市

には働く場所がしっかり存在しているということで

ございます。隣のまちから通えば十分だと思ってい

る人が多いため、大体30分ぐらいで車で通える人が

多いために、湖西まで移り住んでくれない。これが

一番の原因だと思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 市長、ちょっと考えがおかし

いじゃないですかね。というのは何を私が言いたい

か。 

 30分以内に通えるんであれば、湖西市だって浜松

に通ってる。では新たに湖西市にアパートを借りて

て、家を建てようとして何で湖西に建てないんです

か。そのほうが便利じゃないですか。一つ原因があ

るはずなんですよ。何だと思いますか、市長。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 私にはわかりません。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） それで人をふやすだなんて、

どういうことですか。考えられませんよ、私。 

 湖西市は地価が高いんですよ。同じお金で土地を

買って家を建てたら、湖西市高くて建てられないん

ですよ。市長は補助というと、金利を出すとかそん

なことばかり考えてる。そんなことではないんです

よ、根本的には。私は、湖西市は地価が高いと。安

いとこ何とか探すのが市ではないんですか、住宅を。

それで皆さんに住んでもらう。そうすれば人口がふ

える。税金がふえる。根本的な話じゃないですか。

今、湖西市はどうか。お金を使ってくと皆さん使っ

てくれますよ。市民。お金がざくざくあれば、どん

どん使ってくれます。税金誰が払いますか。皆さん

が働いて払うじゃないですか。そのお金を集めるこ

とをやるのが本来の行き方じゃないですか。市長、

いかがですか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 湖西市長には、湖西市の土地

の値段を下げるという力はございません。はっきり

そのような力は持っておりません。例えば、私が学

生のころ、まだ50年も前の話ですが、１ドル360円、

出さなければ１ドル買えなかった。今、１ドルは
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100円になりました。36分の10になったわけです。

円がどんどん強くなってきた。同じように、湖西は

すばらしい土地だから土地が高いんです。それは克

服しながら住んでもらう努力をしなければならない。 

 土地の値段を下げるということは、市会議員の皆

さんにも大変困難なことであり、市長にも大変困難

なことでございます。その話は、特に豊橋の方々か

ら、豊橋に住んでたほうがいいんだと。30分以内で

通えて、湖西の土地聞いてみたら高いから、これで

十分だという人がいる。 

 では、湖西の土地を下げられるんですか。新所原

駅の開発をしました。新所原の駅はそのためにもう

値段が上がっております。下げるということは難し

いんです。円が強くなったと。強くなったのを克服

しながら日本の産業が強くなっていくわけです。と

いうわけで、私には、あるいは牧野議員にもそうで

しょう、次の市長にもそうだと思いますが、湖西市

の地価を下げることはできません。以上です。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 私にも地価を下げるというこ

とはできません。私は市長に地価を下げよとは言い

ません。そんなこと私言いません。安いとこ探して

くださいって言ってるんです、湖西市に。何か。先

ほど私言ったじゃないですか。区域を改め、そうい

うことやったら安いとこだってあるはずです。それ

を今までマンネリ化した中でやるから、こういうふ

うになっちゃうんです。いかがですか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） おっしゃる方式で、ある地域

を定めて市街化調整区域だけれども、ここを開発し

ようという仕組みがございますので、そのことに何

カ所か実はチャレンジいたしました。しかし残念な

がら、うまくいきませんでした。 

 その原因は何かというと、線引きと称しまして、

ここは市街化調整区域、調整という言葉は何か何言

ってるかわからないんですが、市街化を抑制すると

いうことです。市街化調整区域というのは、実態は

市街化したくない区域だということをかつて湖西市

は決めたわけです。そこを開発するというのは、結

構、一旦決めた方針を変更することになりますので、

かなりの難しさがある。けれども地区計画というも

のをすることによって、それは可能だということか

ら、幾つかの地域でそのことをチャレンジいたしま

したが、残念ながら県や開発業者その他の地主さん、

いろんな問題がありまして、残念ながらそれはうま

くいきませんでした。 

 これも次の市長が簡単にできるかというと、４年

前私と市長の座を争った方は、私が市長になれば簡

単だと言っていたようでございます。直接本人から

聞いておりませんが、うわさとしてはいっぱい伝わ

ってきました。だから、三上は支持しないんだとい

う声がありましたけれども、私でない方が市長にな

ったからといって、そう簡単に市街化抑制区域の場

所を市街化できる区域に簡単に変えるということは

極めて困難でございます。以上、答弁とさせていた

だきます。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 私も十分その辺はわかってお

ります。この間、実は私らで視察に行ってきました。

その中でやはり実現しているところあるんですよ、

現実に。それだけの努力してるんですよ、市も。紆

余曲折ありました。でも、その中でやらなくてはい

かんということでしっかりとやってます。ことしの

５月からやっておるとこあります。そして、そこな

んかでどうかというと、工業団地、並列してます。

そしたら、お聞きしたら、来る企業が多くて、今場

所がなくて困ってますって。物すごい話じゃないで

すか。湖西市どうですか。全然追いつきませんよね。

その辺、やはり次の市長に私は期待してお話しした

いとこんなふうに思います。 

 ですから、市長のもとに戻りますけども、子育て

支援というのは、何か市長の人気取り手段になった

ような気がして仕方がないんです。それ以上のこと

は私言いませんけども、どうも市長の人気取りだな

とこんなふうに思いました。 

 次行ってよろしいですか。 

○議長（二橋益良） それでは２番のほう、よろし

くお願いします。 

○15番（牧野考二） では２番に行きます。 

 市長が情報収集した話で実った話がありますかと
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いうことで、実は中小企業対策について、私も何回

となく一般質問してきました。湖西市は中小企業で

成り立っているまちといっても過言ではないと思い

ます。 

 近年特に小企業の方の経営が苦しくなっているこ

とは御存じだと思います。廃業という方もおられま

す。自動車メーカーが海外生産を重視したことによ

り、国内生産が減っていることも大きな原因です。 

 市長は市外・県外どこにでも仕事を探しにいくと

言われていましたが、会社訪問され、仕事を紹介し

ていただいたんですか。工業部門の担当者が会社を

訪問し、話がまとまってきたら最後の一押しとして

市長が出ていき最終的にまとめるということは、こ

れは一つのパターンだと思います。国対国の話でも

担当者が下話をし、総理大臣が行き、調印する。湖

西市では担当者にこのような指示はしていなかった

のですか。その辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。市長。 

○市長（三上 元） 市長といたしまして、機会あ

るごとにいろんなリーダーの方々や経営者の方々と

会い、情報収集には努めてきております。集めた情

報の中で共有すべき内容について、関係の部署に伝

えております。 

 毎週１回、朝会という会で情報交換会を部長を集

めて行っております。また、主管の部長、担当課に

おいて、企業訪問や集会の場で情報収集を努めてお

ります。県が行っております企業誘致活動にも参加

して、東京に事務所がありますが、企業誘致のため

のいろんなノウハウを私どもも学んでいるという行

為は行っております。そして、仕事の紹介というか、

この仕事を持ってきたというものではありませんが、

そこで新しい仕事が生み出されるのではないかとい

うビジネスマッチング事業も行っております。以上

でございます。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） ビジネスマッチング事業、知

ってます。フェアも知ってます。今、市長言われた

ように、そのように努力されてると。それでは一般

的に企業で担当者、外へ出ていく担当者、日報つけ

てますか。進捗状況をこのように進んでるよと日報

つけてますか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 現在、平成28年度に

なりますが、訪問した企業数は29社ほどございます。

その中で聞き取った内容については逐次報告書をつ

けて、その中で情報を分析しているということを進

めております。以上です。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 済みません。今そのお話とい

うのは市内の話ですよね。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 市内の企業を訪問し

ております。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 市長、私、市内の工場聞いて

くれといった覚えないんですよ。先ほど最初から言

ったじゃないですか。市外、県外のとこから仕事を

探してくださいと。要は市長が出てくなり、ほかの

人がいろんなつてをつたって、仕事を探してくる。

そういうことをやってくださいっていったら、やり

ますって、前回、前々回ぐらいですか、もうちょっ

と前ですか、市長、ちゃんと言ったじゃないですか。

いや、首振ってるけど、首振る云々じゃありません

よ、市長。私笑ってしゃべるの嫌なんですよ。私も

真剣なんです、市長。済みませんけど。県内あるい

はこの近くで仕事を探そうとしても無理なんですよ、

今。おわかりになりますか。だからほかの企業へ行

って、ほかの仕事を探してきて、市内の企業にこう

いう仕事あるけどどうだねってやってください。ト

ップセールスでやるって言ったじゃないですか。忘

れましたか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） ビジネスマッチング事業とか、

ビジネスフェアとかいう形で行いますと、湖西市外

の人たちがかなり出展をしてくれておりまして、そ

こで仕事が生まれるというようなものに対して、私

どもは援助をし、仕事が生まれるという下準備をさ

せてはいただいております。 

 しかし、私みずから、あるいは市民経済部長みず

からがどこどこの会社の仕事を持ってくるというよ
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うな仕事はいたしておりませんし、これからもそれ

は難しいと思います。 

 市内の企業の活性化というのは、市長に、あるい

は市の部長に、仕事を持ってこいなんていうことを、

どの会社の社長も期待しておりません。そんなこと

を官に要求する経営者はいないのです。自分がみず

から仕事を開発するんです。ただその下準備は市が

してくれるビジネスマッチングの事業であり、ある

いはビジネスフェアへの援助でありという形です。

あるいは企業を誘致するという形で、仕事を持って

くるというよりも企業を持ってくるがゆえに仕事が

あるというものでございます。 

 それと、やる気のある会社は新しい工場をつくっ

たり、設備を更新したりいたします。そのときに、

そのやる気のある経営者がお金を借りようとすると

きに、安い金利で借りられるような援助をする。こ

れは市の役割でございます。市長が仕事をとってき

て、はい、仕事がありました。このような役割は市

長にはございません。以上です。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） といいますと、私は前に一般

質問したときのトップセールスという話とずれてき

ますよね、市長。ずれてきますよ。いや、市長がト

ップで話す。私、そのとき何て言ったか覚えてます

か。覚えてますよね。私は覚えてますよ、ちゃんと。

市長は、私が言ったのは、ある小さな会社が県外な

りなんなり飛び込みで行って仕事くれますか。くれ

ませんよ。そのためには、あるとこの紹介があって、

担当者が動いて、それで市長が私のとこへ仕事くだ

さいよって。これはいいじゃないですか。これが行

き方じゃないですか。それをやるって言ったじゃな

いですか、市長。というのは、次の質問いいですか。

３番目。 

○議長（二橋益良） はい、次の質問に移ってくだ

さい。 

○15番（牧野考二） 中小企業対策として、お金の

融資があります。市は商工会あるいは銀行に任せて、

金利は市の負担です。市の職員は何の仕事をするん

ですか。一番楽な中小企業対策です。汗をかかんと

いうことですね。 

 企業の方は仕事が欲しいのです。これは私も前に

も言いました。お金を借りれば返さなければなりま

せん。仕事がなかったらお金が返せません。 

 以前市長は弱肉強食、今先ほど言われることです。

近い答弁をされたことがあります。営業ができない

会社は消えていっても仕方がないということを言わ

れました。私ははっきり覚えています。これは今市

長が言われたことなんです。それじゃあ湖西市で今

まで一生懸命働いてきたけど仕事がなくなったと。

何とかしてほしいといって頑張ろうとしてて、自分

の力でどうにもならんから何とか助けてくれってい

う中小企業の本当の小さいところから、どうするん

ですか。みんな生活保護になりますよ、市長。その

辺どういうお考えですか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 市に民間の会社が何を期待し

ているかという点で、牧野議員と私の意見が多少違

います。 

 まず、商店の数は減っております。商店の数が減

るときに、私がどうやって助けられますか。営業不

振になった商店が店を閉める。もうどうしようもな

いことなんです。会社も何社か当然潰れます。しか

し新しい会社も生まれます。努力を怠った会社はマ

ーケットから追い出される。小売業もサービス業も

製造業も、みんな同じです。それを私の会社を助け

てくださいといったときに、市長が助けることは基

本的にできないんです。 

 やる気のある会社が伸びていくことによって、潰

れた会社を補って、トータルとして市は発展してい

く。これはもう資本主義の大前提でありますので、

そのことに対して一々潰れそうな会社に支援をする

ということは、これは残念ながら日本の仕組みでは

行うことができないというよりも、行うべきではあ

りません。個々の会社は助けられません。しかし、

やる気の会社に補助することはできる。そして金融

機関に私が言ってることは、貸し倒れを承知で大胆

な融資をしてくださいと。それが活性化なんだとい

うことを金融機関の方にお願いをしているわけでご

ざいます。 

 私は、一度も仕事を持ってくると言ったことはご
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ざいません。間接的にいろんな仕組みをして援助す

ることはする。あるいは企業を誘致するということ

は、具体的にある会社にも行って、ぜひここに、湖

西市に工場をつくってほしい、あるいは研究所をつ

くってほしい。これは行きました。けど仕事を持っ

てくるというのはちょっと、ある会社のために仕事

を持ってくるということとは全く違うんですね。そ

ういう意味で、私は仕事を持ってくると言ったこと

は一度もございません。何かの勘違いだと思います。

以上です。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 市長は勘違いにとられるんで

すか。私はそんなつもりで言った覚えないです。そ

ういうふうにとった覚えもないです。勘違いじゃな

いと思います。なぜか。１件だけ救ってくれって私

言ってるんじゃないんです。１つの会社を救ってく

れじゃないんですよ。幾つかの会社がそういう立場

になってるんですよ。それを救うのが、市長が救わ

なきゃ誰が救うんですか。市が救わなきゃしようが

ないじゃないですか。商工観光、一生懸命動かなき

ゃしようがないじゃないですか。 

 先ほど市長言われたテクノフェア、市の担当者は

それじゃ出てくださいって飯田まで行きましたか、

担当者。湖西市に出してくださいって行きましたか。

私はこの飯田については、以前もお話ししました。

飯田では35人体制って市長おっしゃってたじゃない

ですか。私が言ったこと、調べましたか。私は行っ

て現実に向こうで話ししてきたんですよ、飯田で。

35人体制でやっておるんですよ。企業誘致にしても、

何企業、こういう企業がある、じゃあここ紹介して

やろう、そういうことやっておるんですよ、現実に。

市長何にも手を打たなかったじゃないですか。じゃ

あ行かれたんですか、飯田へ。来てくださいって、

テクノフェアに、飯田の方来てくださいって。何で

来たか御存じでしたか、去年。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 飯田に35人のこのためだけの

専任の人がいるというふうにおっしゃったので、直

ちに私どもは調べました。専任で35人はいないとい

う事実がわかりました。兼務をしながら、ほかもや

りながら、そういうこともやっているという人がい

たという点で、専任が35人はいないということは確

認いたしました。 

 この間、飯田に私が何回行ったのかというのは、

実はこの２年半で２回、僕は飯田市に行っておりま

す。飯田の市長とは、３カ月に１回ぐらい東京でも

会ってます。出てくれたことに感謝も申し上げてお

ります。来年もお願いしますとも言っております。

飯田商工会議所の招きでスピーチも私は行っており

ます。そのときもテクノフェアに参加していただい

てありがとうございますと、またお願いしますとい

うことを言っております。ただ、一つ一つの会社に、

私がぜひ出てくださいねとまでは言っておりません。

以上です。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 私、そんな細かいこと言って

ません。飯田市のそういう機関がありますよと。35

人体制。全部が全部35人でやってるとは言ってませ

んよ。そのぐらい熱心にやってるということはおわ

かりいただけますよね。湖西がいかに手抜きしてる

かということですよ。違いますか。それでは市の担

当者、市長はそうやって言っておられるけど、市の

担当者がそれじゃテクノフェアに出てくださいって

行かれましたか、飯田へ。それから、名古屋のフェ

アに市の担当者は行かれましたか。どうですか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 昨年の飯田市への勧

誘は行っておりません。また、名古屋市のフェアに

つきましても、商工会を通じて参加者、企業とはお

話をさせていただきましたが、現地へは行っており

ません。以上です。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 部長、そのとおりですよね。

正直にありがとうございます。でもそれじゃあ、い

かんじゃないですか。みんな丸投げじゃないですか、

市長。市長。丸投げじゃん。市の職員は何をやって

るんですか、一体、仕事を。お願いしますって飯田

行くにもするじゃないですか。湖西市は３社出てま

した、名古屋へ。私行きました。飯田も行きました。

出してくれてありがとうございます。言うの当たり



１１２ 

前じゃないですか。自分のとこも出てる。そういう

ふうな考え方が何もないというの、丸投げというこ

と。わかりますか。企業だけ出せばいいという、市

長のその考え方そのものなんですよ。それじゃあこ

れからは成り立ちませんよというの。 

 次行きます。時間がありませんので次行きます。 

○議長（二橋益良） 次は４番目の質問ですね。 

○15番（牧野考二） はい。市長の言っておられた

研究所は少しの話も出てきません。私の耳には一向

に入ってきませんが、いかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） これは６月の議会でも違う議

員の方が質問がありまして、残念ながら研究所の誘

致は実現しておりませんということを申し上げまし

た。 

 ただ、ことし、私どもがお願いしたというわけで

はありませんが、市内に研究・開発機関を設置した

企業があり、その披露宴としての席に私も招かれ、

大変ありがたいという感謝の言葉を述べました。 

 そして年１回行われます経営者懇話会という有力

企業の集まりにおきましては、企業が工場を海外に

つくるのは当然の流れだと思いますが、研究所の機

能とマザー工場としての機能、これだけは湖西にし

っかり残していただきたいというお願いをいたして

おります。それと、転勤族としての社長がおります。

新しく転勤してきた社長さんにつきましては、本社

と研究所とマザー工場は、湖西から移動しないでい

ただきたいということは必ずお願いをしているとこ

ろでございます。以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 研究所はついに市長の口から

は連れてくることはできなかった。そうすると単純

に考えると、市長、公約というのは何ですか。市長

の公約というのは何ですか。私らから考えて、例え

ばこういうお話をするときには１つや２つは押さえ

があって話しします。そうすると市長の公約という

のは、肩張ったり何かするのは公約ですか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 私の公約の中で、実現できな

かった一つでございます。考え方が甘かったと。こ

の６月に申し上げましたが、やはり本社の近くに研

究所がある。これが原則であります。ですから本社

をしっかりここに置いてもらう。それから本社が移

ってもらう。これができないと、なかなか研究所だ

けをつくってくれない。トヨタのように巨大な会社

になりますと、そういうケースがたまにあるわけで

ありますが、普通の会社はやはり調べてみたところ、

ほとんど本社の近くに研究所がある。これが実態で

ありまして、残念ながら研究所だけを誘致するとい

うことについては、私の公約が実現できなかった一

つであり、大変残念でございます。 

 ただ、その公約の趣旨は、工場を誘致しようと思

っても、工場が日本にこれからふえてくるという状

況にない。これだけは大きな流れとして、円高がど

んどん進み、ドルの相対的な地位が低下するに従っ

て、日本の会社が海外に出ていくことはやむを得な

いんだということを前提に置いた中で、しかしマザ

ー工場と研究所はここに置いてほしいんだと、そう

いう思いを公約にしたものは、残念ながら研究所だ

けを誘致することについて、うまくいきませんでし

た。大変申しわけなく思い、私の力不足でございま

した。以上です。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） わかりました。マザー工場に

しても何にしても、当然湖西はあそこの会社を湖西

に置くしか置くとこありますか、研究所。ほかにあ

りません。どこの会社、わかってますよ。そんなん

当然のことですよ。次行きます。 

 ５番、企業誘致についてお伺いいたします。 

 どこの市町においても熱心に企業誘致を行ってお

ります。当市もここにきてやっと、やっと、浜名湖

西岸の50ヘクタールの開発をしようと計画を立てて

進めてきました。しかし、これでは遅いと思います。

もっと早く計画を立てるべきではないか。市長はど

のように考えているのか。この代償は当市に必ず重

くのしかかってくると思いますが、いかがですか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） もっと早く行うべきではなか

ったかという問題でありますが、湖西市は私が就任

する前の市長が、大森の地域に工業団地をつくると
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いう計画を立て、議会もそれを承認し、そして工業

団地の計画をつくったわけでございます。ところが、

バブルが崩壊し、それは残念ながらもとの山林に戻

すという大変不名誉な形で収束いたしました。 

 そういう意味では、湖西市はいち早く着手をした。

けれどもうまくいかなかった。それを受けて次に私

が就任いたしました。160ヘクタールの規模で新し

い開発をしようという計画を、民間のある力のある

方が大変熱心に動き、地主の方々もかなり了解をし

て、160ヘクタールの規模のスタートをいたしまし

たが、途中でリーマンショックの影響があり、改め

て50ヘクタールで行おうという形で変更をし、スタ

ートをいたしました。 

 今度こそ実現になるのではないかと思い、道路も

そこで設置すべく、都市計画変更の手続をし、県も

内諾をした中で正式に来年の春には都市計画決定が

されて、動き出すはずでございます。そういう意味

では、湖西市は私の前の市長から、計画という点で

は、もうこの計画を持っておった。そして私も就任

直後に160ヘクタールの規模の計画を持っておった。

そしてリーマンショックの後は新しく50ヘクタール

で今推進をしております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 市長の話を聞いてると、私は

何もそういうことに対してはマイナス面はありませ

んと。やりましたということを言ってるんですね。

違いますか。何年かかると思いますか、この企業誘

致というのは。市長。１年や２年、５年でできる話

ではないんですよね。それを何で、あれがだめだっ

て時間を置いてまたやって、やりました。これはち

ょっとおかしいじゃないですか。考えてみてくださ

い。浜松だって都田にあれだけの工業団地が出てお

りますよ。積極的にやってますよ。それで出てくる

とこがないかって、幾らでも出てくるとこあるじゃ

ないですか。 

 国内でそういう会社がないって今市長言われまし

たよね。では、総務省の政策としてどういうことを

考えているか、おわかりですか。総務省の今考えて

るのはこういうことなんです。人も企業も東京中心

になってます。要は中央集権ですね。しかし働いて

いる人が、現実ですよ、年齢が高くなってくる人が

多くなってきます。東京都でその年をとった方の最

後、老人ホーム、単純に言えば老人ホーム、ああい

う施設が東京都内で全部できるか。できないんです

よ。敷地の問題、いろんな問題でできない。それだ

ったら企業を分散しようと。それには補助を出しま

しょうということ、市長御存じないですか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 私ももちろん知っております。

その牧野議員のおっしゃることについては、何の否

定もいたしません。 

 先ほどの質問は、もっと早く計画を立てるべきで

はなかったかということに対して、湖西市はいち早

く計画を前の市長の時代から考えていたと。しかし

時代の変化で少しずつ後戻りしたり、また前へ進ん

でみたり、計画を修正してみたりという形で動いて

いるということをお伝えしたまででございます。 

 もちろん都田もそれなりに成功をいたしておりま

すし、あちこちの工業団地が東京や大阪の一部から

移ってきたり、あるいは今回は特にこの５年間は、

海辺の工場が内陸に移転するという形で需要がござ

います。私どものこの50ヘクタールについても、海

辺の会社から引き合いがある中で、50ヘクタールぐ

らいは利用があるのではないかという見通しのもと

に動いているものでございます。 

 160ヘクタールでは自信がないので、50ヘクター

ルに変更したと。これは議員みずからも、それでい

いだろうというふうにおっしゃったというふうに私

は聞いております。以上です。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 160については、非常にいろ

んな問題があったと思います。大き過ぎるという問

題あります。それから他の問題、細かく言うわけに

いきませんけども、いろんな問題があったと思いま

す。それより50ヘクタールでもうちょっと何とかな

る。それを何でもっと早く手を出さなかったかとい

うことなんですよ。市長。160がだめ。それだった

ら、すぐ手を打つべきじゃないですか。どこの市で

も今やってますよ。これがだめならこれ、これがだ

めなら。もっと先を見て、やるべきじゃないかとい
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うのが私の言い分なんです。市長、いかがですか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 全くそのとおりであると思い

ます。160ヘクタールがだめならば、早く50ヘクタ

ールに切りかえるべきだったとおっしゃいましたが、

160ヘクタールのときも牧野議員はそのときはそれ

でいいと思って牧野議員もおっしゃってたわけです。

私もそう思った。けれどもリーマンショックの後で

考え直し、リーマンショックの直後に今度は大震災

があった。大津波があった。この２つのことがあっ

て、新たに50ヘクタールでスタートした。しかしそ

こには道路問題があって、今都市計画決定の手続を

している。 

 ですから、遅過ぎるというふうには私は考えてお

りませんが、時代の変化とともに、湖西市は言った

ものを一回撤収することもあり、また出したものを

一部変更して今動いている。遅過ぎるというふうに

は私は考えませんが、これは見解の相違というもの

かもしれません。以上です。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） 見解の相違で申しわけありま

せん。その辺で逃げられると私も非常につらいんで

すけどね。でも、これは今私らがどうのこうのじゃ

ないんですよね。これからの市のことなんですよ。

市長、今現在のこと私言ってるんじゃないんですよ。

これからの市のことを考えたら、早目、早目に手を

打つ、本来の行き方じゃないですか。５年おくれれ

ば５年おくれますよ。その間どうするですか。どん

どん税金減ってきたらどうするですか。市はどうし

ますか。国からの援助でやりますか。最終的にはそ

こくるんですよね。ですから、もうちょっと先を、

もっといろんなことを読んでほしかったんですよ、

私。私が読めるとは言いません。でも、民間から突

き上げて動いてるじゃないですか。そうじゃないで

しょ。本来は市の主導でもっと動かないかんでしょ。

税収をふやすということに対しても考えたら。市が

もっと主導でがんがん動かなうそでしょ。どうです

か、こういうことやりませんかと、そういう話が出

てもいいじゃないですか。 

 時間もありませんので次行きます。６番行きます。 

 市民会館の解体の話は早く進みましたが、新たな

建設の話が一向に聞こえてきません。ある程度の見

通しをつけるべきではないですか。 

 また、市の庁舎も耐用年数が来ます。消防庁舎の

建てかえも考えなくてはなりません。また、消防署

の指令台も10年後には入れかえがあります。このよ

うなことを考えると、今から資金として考えた場合、

いつまでもまだ借地でいるわけにはいきません。湖

西市の借地が多いです。すると、土地の確保も必要

です。今後10年、15年の間に大きなお金が必要にな

ります。このような大きな課題を残して退職するに

当たり、今、この構想がありますぐらい、市長、次

期の市長に道しるべとして示すべきではないかと私

は思います。 

 というのは、10年、15年先、市民会館だって何年

かかってますか。いろいろ事情ありました。早く建

てなきゃという話あります。それから市長がなって

から12年、土地を買おうという話ありませんよね。

湖西市の土地。今、借地何坪ぐらいあると思います

か。市長、把握されておられますか。数値を言えと

は言いません。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） まず、この市役所及びその隣

の建物に関して、借地がかなりのウエートがあると

いうことは存じ上げておりまして、これはもともと

売ってくれなかったので借地でもいいからここにつ

くりたいという当時の意思決定だったと聞いており

ます。そして、買ってくださいという投げかけはい

たしまして、では売りましょうと言った人たちを

次々と買ってきたと聞いております。私になってか

らも、毎年何人かの方は買ってくれという申し出が

ありまして、それを買ってきたという経過がござい

ます。そういう意味では、少しずつ借地が、湖西市

の所有にかわってきている。これがこの湖西市役所

の実情でございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） ちょっと私の言うこと、焦点

がずれたみたいですけども、最初の質問で、要は市

民会館、あるいは庁舎というものについて、どのよ

うに考えているかと。これが私の今回の質問のメー
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ンなんです。その辺をお答えいただきます。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 議員の御指摘のとおり、市の

庁舎・消防庁舎も耐用年数を50年ぐらいとした場合

には、およそ10年でその年齢に達することになりま

す。今から建設資金や建設場所を検討することをし

なければなりません。そのことで１年前からその準

備に着手し、この４月から新しい組織をつくり、公

共施設マネジメント推進室という、これはまさにそ

のことを専門で行う部門もつくり、今、策定の予定

の公共施設再配置計画、そして来年度策定予定の公

共施設の個別計画の中で、建てかえたり、補修した

り、あるいはこれはもう潰してしまおうというよう

なものを明らかにしていく現在途中になっておりま

す。 

 まさにこの公共施設マネジメント推進という仕事

は、着手したばかりの道半ばでございますので、次

期市長にしっかり引き継いでいきたいと思います。

以上です。 

○議長（二橋益良） 牧野考二君。 

○15番（牧野考二） ありがとうございます。その

話を聞いて、ほっとしたわけではありませんけども、

内容をもうちょっと知りたいなというとこもありま

す。今すぐ言えといっても言えないとこがあると思

います。でも、やはり市の体制として、もっという

と、市民にもうちょっとわかりやすく出すべきでは

ないかというのが私が考えるところです。 

 皆さん、それじゃあ市庁舎が10年後にだめだよと

いう話は何にも知らないと思うんですよ。消防庁舎

が耐震、いろんな面でもうだめだよということは多

分知らないと思うんですよ。そういうこと。急にや

らないかんといったら、みんなどういうふうに思い

ますか。やはりある程度公表ということも必要じゃ

ないかなと思います。ぜひ、これはしっかり練って

いただいて、次のステップとして、一生懸命やって

いただきたいなと。部長、済みません、お願いしま

す。私らも応援します。決して私ら、今僕の言って

ることに対して、私ら生きてるかどうかわかりませ

んよ、その時期になって。でも、今やれることを私

らもやりましょうという考え方でやっております。

ぜひお願いいたします。 

 それから先ほど市長に途中で私が余分なこと言っ

たもんで、おかしくなりましたが、土地の問題、今、

湖西市、何坪ぐらい借りておるかということ。ちょ

っと皆さん覚えておいてほしいなと、こんなふうに

ちょっと調べさせてもらいました。 

 今、湖西市には、６万9,473坪、借りております。

年間借地料は幾ら払ってると思いますか。6,612万

1,000円払ってるんです。これを10年やると、ある

程度土地買えるじゃないですか。そういう計画を立

てるべきじゃないかと私は思います。 

 時間もありませんので、ばたばたしましたけども、

最後に、私は先月ある会長さんにお会いしました。

その会長さんは湖西市にも工場を持ってる会長さん

です。それでお話ししたときに、私は市長にも何回

もお会いしてますと。何回もお会いしてますと。し

かし、その中で市長は私にありがとうと言ったこと

は一度もありませんと。私らも10人そこそこで行っ

たんですけども、みんなで恥をかいてきました。誰

だかおわかりだと思います。 

 それから、最後に副市長にちょっとお伺いいたし

ます。ずっとそこに座っておられるだけではお気の

毒です。少しはしゃべっていただきたいなとこんな

ふうにも思います。今まで副市長とはいろいろなお

話をさせていただきました。それで、市長とお話し

するときには検討しますというお話が多かったです。

回答はそういう回答をせざるを得んというのは私も

理解してます。でも副市長と話をしたときには、

是々非々という話をさせていただきました。そうい

う観点から、恐れ入りますが、湖西のグランドデザ

インについて、今、副市長どのようにお考えになっ

てるか、お願いいたします。 

○議長（二橋益良） ここで牧野考二君の発言時間

がなくなりましたので、その旨お願いしたいと思い

ます。 

 では、副市長。 

○副市長（丸谷由行） 牧野議員からお話がありま

したので。是々非々という言葉を使ったかどうかは

ちょっと記憶にございませんが、いろいろと勉強さ

せていただいてということで、お答えはさせていた
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だいたと思っております。 

 そして今、ちょうど最後の質問の中で、市長から

も答弁がありましたように、まず公共施設、これは

箱物に限らず、全てやはりだんだん古くなってきて

ますので、あるいは使い勝手等を考えますと、何ら

かの対応をしていかなくてはいけないということで、

再配置計画を今行っているところです。また７月に

行ったアンケート、これにつきましても公共施設の

考え方を各市民の皆さん対象になった方は1,500ぐ

らいでございますけれども、今そのものをまとめて

いるところでございます。 

 それをもとに再配置計画をつくり、個別計画をつ

くっていくところでございますが、冒頭から牧野議

員からは合併特例債がなくなってきていると。そし

て湖西は借地が多いと。あと世の中の状況としては、

東京オリンピックの影響もありまして、また災害も

いろいろ出てきております。そうすると資材単価、

あるいは労務単価、これがかなり高騰して、公共事

業を行うには余り環境がいいとは言えない状況にな

っています。ですから、そういうところも踏まえな

がら、今湖西、借地が多いと。そういうことで、こ

れについては、議員からとってみたら満足なお話で

はないかもしれませんけれども、計画的に市で購入

するように予算化もしてございます。 

 ですからそういうことも合わせて、今後いろんな

施設の建てかえ、再配置を考える上においては、タ

イミングを見計らいながら、それから借金が今予算

の中で、昨年が18億から９億の元利払い、ことしが

16億強、17億弱の元利払い、200億の予算ですね、

ございます。ですからそのバランスもとりながら計

画を立てて、その土地の取得も計画的にやっていき

たいと思いますので、まずは、何度も申し上げます

けれども、マネジメント推進室が十分な資料をつく

って、市民の皆さんにお知らせいたしますので、そ

れをもとにまた議論をしていただければと思ってご

ざいます。以上でございます。 

○15番（牧野考二） ありがとうございます。もう

私のほうの時間ありません。ぜひ、部長のとこの企

画ですね、本当に大変だと思います。でも、湖西市

のためにやらなくてはならんです。どうぞよろしく

お願いします。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、15番 牧野考二君の

一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は11時15分と

いたします。 

午前11時04分 休憩 

───────────────── 

午前11時15分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解きまして会

議を再開いたします。 

 次に、６番 佐原佳美さんの発言を許します。そ

れでは６番 佐原佳美さん。 

  〔６番 佐原佳美登壇〕 

○６番（佐原佳美） ６番 佐原佳美でございます。

きょうは熊本県の議員さんの応援もあり、三上市長

との最後の一般質問です。後世に残る市長の英断の

御答弁を期待しております。よろしくお願いいたし

ます。 

 質問しようとする背景や経緯ですが、９月は防災

の月、関東大震災が大正12年９月１日に起きて93年

です。3.11東日本大震災からは５年、大地震の記憶

が人々の間で風化しつつあったこの４月14日、16日

に熊本地震が起きました。一時は18万人もの方々が

避難所生活を余儀なくされ、４カ月たった８月16日

現在でも1,335人がなお避難所で生活されていたそ

うです。 

 そして熊本市は８月16日、熊本地震で新たに地震

関連死７人を認定し、犠牲者は79人と発表しました。

関連死は計25人で、車の中での寝泊りで心筋梗塞を

起こしたり、鬱病と診断された方が自殺したり、６

月の大雨による土砂崩れで亡くなった５人も含まれ

ているそうです。 

 そのような報道の中に、熊本県の助産師さんより、

震災前後に出産した産婦さんの産後鬱状態になって

いる方が通常の２倍にふえているとのテレビニュー

スがあったと聞きました。 

 また、発災直後駆けつけた公明党女性議員さんた

ちが、プライバシーのない授乳スペースや女性専用

の更衣室がない避難所を目の当たりにして、被災者

の声を短期間に取りまとめ、５月16日、熊本県と熊
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本市に、女性の視点を反映した熊本地震からの復

旧・復興に関する要望書を手渡したとの新聞記事も

あり、当市もあす来るかもしれない南海トラフ地震

の避難所が女性の視点を盛り込み運営されるように

なっているのか、復興支援策もしかりで、さらには

発災翌日の４月15日、内閣府から熊本県と熊本市に

発信された男女共同参画の視点からの避難所運営等

災害対応について、これは2013年５月に国が女性や

子育て家庭が安心して過ごせる避難所運営の自治体

向け男女共同参画の視点からの防災・復興の取り組

み指針を作成したものを、ワンペーパーのカラフル

なチェックシート、避難所がそれでいいかどうかが

ワンペーパーでチェックできるものを含む４ページ

仕立てのわかりやすいものに要約したものが、内閣

府から熊本県・熊本市に通知されました。それらの

内容を盛り込んでいる、４月に通知をしましたが、

2013年既に国がつくっているものですので、それら

が盛り込まれている地域防災計画や避難所運営マニ

ュアルが湖西市に策定されているか、確認したく質

問いたします。 

 質問の目的は、90年から150年間隔で発災してい

る南海トラフ地震ですが、東海地震は最後の安政東

海から162年、東南海と南海地震は昭和19年、21年

地震から71年たっている現在、いつ起きても不思議

ではありません。東日本大震災よりも熊本地震より

も大きな被害が推計されている静岡県であり、その

中の湖西市です。発災直後より男女共同参画の視点

で災害弱者へきめ細やかな支援ができる避難所運営

マニュアルや復興計画を策定し、市民の命を守って

ほしいため、熊本地震の教訓から、るる確認や提案

をいたします。 

 質問の１つ目です。人口減少で少子化対策に真剣

に取り組まなければならない今、災害でより乳幼児

を減少させるわけにはいきません。湖西市防災会議

の中に、母子ケアのできる助産師さんを委員に加え

る考えはありませんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。登壇してお願い

します。 

  〔危機管理監 松本裕行登壇〕 

○危機管理監（松本裕行） 危機管理監のほうから

お答えをさせていただきます。 

 現時点におきましては、湖西市医会の会長が湖西

市防災会議委員となっておりますことから、助産師

を委員へ加えてはおりませんでした。 

 今後は御意見を踏まえ、助産師を委員へ加えるか、

研究をしてまいりたいと考えております。以上、答

弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん、いかがですか。 

○６番（佐原佳美） 済みません。最初に私は主題

を申し述べるのを忘れてしまいました。市長さんへ

の期待を込めた挨拶をしたものですから飛んでしま

いましたが、主題は、女性の視点を生かした安心な

避難所運営についてです。 

 今の１問目の湖西市防災会議に助産師さんを委員

に加える考えはという問いには、研究していくとい

うお答えをいただきました。ありがとうございます。 

 この７月、厚生労働省が、大規模災害の発生時に

妊婦や乳幼児に関する情報を収集し、被災地の外も

含めた受け入れ、医療機関を探すなどの調整や、妊

産婦や赤ちゃんに必要な物資を各避難所に割り振る

役割も担う小児周産期災害リエゾンの養成に70人を

予定しているとの報道がありました。まずは都道府

県に最低１人から養成して、災害時に母子の命を守

る体制づくりを急ぐ構えとありましたが、１人で県

下の妊産婦を掌握できるはずはなく、いずれは各自

治体にこの体制はしかれると推測します。 

 そこで、湖西市防災会議条例第３条５の８を見ま

すと、自主防災組織を構成する者、または学識経験

のある者のうちから市長が任命する者５人以内とあ

りますが、現在は４人だそうで、１人追加可能枠が

あります。また９には、その他市長が特に必要と認

めた者３人以内とあります。近年の大雨災害や、ま

たあすをも知れない地震に対し、緊迫感をもって、

市長、助産師の湖西市防災会議委員への追加任命は

していただけませんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 助産師を加えてはどうかとい

う御提案をいただき、今、危機管理監のほうから検

討したいという答えをいたしました。担当部門がち

ょっと時間をくれと言っておるという意味でござい



１１８ 

ます。今まではお医者さんが入ってるから、含まれ

るという考え方だったと。助産師というものについ

て、ちょっと検討する時間を欲しいとこういうふう

に担当部門が答えたわけでございます。 

 ですから私も、気持ちとしては前のめりかもしれ

ませんが、担当部門が時間をくれと言っております

ので、明言は避けたいと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） よろしく研究、御検討のほど、

お願い申し上げます。 

 また、湖西市防災会議委員に赤十字奉仕団委員長

とともに女性登用枠で任命されている湖新楽交流会

は、平成25年に男女共同参画の視点を取り入れた災

害復興対策に関する提言書を市長に提出しています。

その中に、湖西市防災計画に反映すべき内容として、

防災計画各種マニュアル類の作成や見直しの会議な

どには、地域の女性の課題をよく知る女性を３割以

上参画させることを義務づけ、女性や生活者の視点

を計画などに盛り込むこととありますが、現状は今

述べた赤十字奉仕団委員長と湖新楽交流会会長のお

二人で、定数が21人中9.5％と、内閣府男女共同参

画局の男女共同参画の視点から防災研修手引書の中

の湖西市の欄には記載されております。３割にはほ

ど遠いですね。 

 この提言書は、市長の肝いりでできたのではあり

ませんか。受け取られて３年たった提言です。しつ

こいようですが、最後に肝心のところを少しでも推

進するおつもりはいかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） おっしゃるように目標値が定

められているにもかかわらず、それに達しておりま

せんので、これは目標比達成すべく、これから委員

を入れかえるたびにその方向に向かっていきたいと

考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ぜひともよろしくお願いいた

します。 

 では２番、３番をあわせまして順次質問させてい

ただきます。続けてというか、ミックスしましてと

いうか、避難所運営マニュアルについてですので、

ちょっと似た内容なので続けて質問させていただき

ます。 

 平成28年、ことし３月付の地域防災計画書をいた

だきました。その中で避難所運営マニュアルを探し

ても見当たりません。ネット検索しても出てきませ

んでしたが、資料の18ページに、湖西市地震・津波

対策アクションプログラム2013、被災後の市民生活

を守るというところの避難所運営体制の整備の中で、

３、避難所運営支援体制の充実・強化、４、学校の

避難所運営支援体制の充実・強化という表がありま

した。これは避難所運営マニュアルと理解してよろ

しいのでしょうか。 

 また資料編56ページに、各課において作成すべき

マニュアルの一覧表があり、避難所運営マニュアル

（避難所ごと）担当、学校教育課・教育総務課とあ

りますが、これは上記の湖西市地震・津波対策アク

ションプログラムの中に盛り込まれている学校を避

難所としてどのように準備しているかということと

同じ意味なのかという、湖西市における避難所運営

マニュアルがどこにあるのかわからないので、お聞

きします。 

 そして2013年のこのアクションプログラムのとこ

ろのナンバー３、地域住民との書き出しと通告させ

ていただいてますが全部読みますと、地域住民・市

町防災担当者・学校との連絡会議実施率100％、ま

たナンバー４、市立学校（13校）の避難所運営支援

行動マニュアルの策定率85％と掲載されております

が、この意味も教えてください。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） それでは私のほうから

御答弁をさせていただきます。 

 まず、御指摘のとおり避難所運営マニュアルは、

この項目でございます。なお、本編、資料集、お配

りをさせていただきますが、これとは別にございま

す。 

 続きまして御質問ナンバー３は、中学校区を単位

として地域住民・市防災担当者・学校関係者による

校区防災教育会議を総合防災訓練前の６月から８月

に毎年各中学校単位で実施していることから、

100％達成しているというものでございます。 
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 ナンバー４は、避難所を開設する支援行動マニュ

アルの策定率を、現状値85％としています。学校避

難所の13校とは、市立小・中学校11校と湖西高校、

浜名特別支援学校の県立学校２校であり、市立学校

は避難所開設支援マニュアルを策定しております。

県立学校２校は、いまだ策定に至ってはおりません。

そのため、２校分を除いた数値を現状値としている

ところでございます。以上、答弁とさせていただき

ます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 新居高校は浸水域であるので

避難所になってないということで、13校ということ。

それと県立学校の特別支援学校と湖西高校の支援行

動マニュアルができていないということで、市の管

轄ではないということで85％ということですか。管

轄ではないということとはまた違うんでしょうか。

済みません。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） また管轄ではなくて、

指定してございますので、作成に至っていないとい

うことで、今後の課題ということでございます。以

上であります。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） このピンクの厚い本編にも資

料編にもない運営マニュアルということですが、毎

年１回、防災教育会議をしているから100％できて

いるという数字とかではありますが、今ここで災害

が起きて、それぞれの学校の体育館等を使う場合、

その避難所運営マニュアルはリアルにすぐ市民の皆

様が生活できるようなものができているんでしょう

か。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） 今お尋ねになりました

各課、各所管でマニュアルはつくっておくべきこと、

そのとおりでございまして、それは本編については

方針・指針・組織、全体像の概要が載っております。

具体的マニュアルについては各所管でつくっていた

だくということで、運営マニュアルはこれに載って

おりません。 

 ただ、この運営マニュアルにおきまして、22年当

時まで各中学校単位で支部制を配置しておりました。

そこに市の職員が派遣をされ、そこで運営所を運営

する。23年４月に支部制を廃止し、本部に統括をい

たしました。これについては本部のほうで全体的に

避難活動とか救援活動とか対策を設けるという趣旨

から、支部制を廃止しました。 

 そのときに、それ以前にありましたマニュアルを

その時点で改定をすべきでございましたが、それが

一部一部については避難所を開設をする、鍵をあけ

る、そういった直接的な部分については随時修正が

されておりますが、議員がおっしゃられましたそれ

が即運営に実効性があるかというところについては、

課題として考えておるところでございまして、今そ

れを各避難所ごとに整備を、見直しをしていこうと

いうところでございます。以上であります。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。できるだけ早

く、本当にいつ来るか、あす来てもおかしくないと

いう、この年数、安政東海から160年とか、それか

ら南海・東南海が71年という間隔を見ると、これま

で早くて、一番狭い間隔で90年でしたので、早期に

皆さんが快適な運営ができるものを作成しておいて

いただきたいと思います。 

 関連ですが、８月２日に未来への投資を実現する

経済対策が閣議決定され、その中に緊急防災・減災

事業債の対象を拡充するとして、指定避難所、公立

学校体育館などの空調整備を対象として追加との通

知が総務省より出たと聞きました。 

 この間、学校の教室等へのクーラーの配置は消極

的な御回答が続いておりますが、避難所となる体育

館について、このような国からの手を挙げてほしい

というような通知も回っているようですので、ぜひ

とも避難所となった場合の快適さ、日ごろからの児

童・生徒の夏季の健康管理を図っていただくために

も、そのような情報を早期にキャッチして、計画を

立てていただけたらと思っております。 

 では３番と打ってあるところの項目の熊本県地震

につき、熊本市議に電話取材した際、避難所責任者

が女性のところは運営が好評で間仕切りにカーテン

を使い、昼間はあけてお話ししましょうなどの工夫
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があり、避難所運営会議に女性の参加は必須と言わ

れておりました。また、地域防災計画の第２章第８

節、自主防災会の育成、地域における自主防災会の

果たすべき役割というところにも、避難生活計画書

の作成というものがあり、その文中には自主防災会

が事前にやっておくべきことの中に、避難生活計画

書の作成があったんですね。文中には自主防災会の

ため、避難生活計画書作成手引に基づき各自主防災

会ごとに作成するとありました。 

 これは自主防災会のつくる避難所運営マニュアル

に当たると思い、湖西市にもあったのかとネット検

索で手引を見つけましたが、平成23年策定の避難生

活計画書で、実用的でも女性の視点が生かされてい

るものでもありませんでした。これまでの阪神淡路

大震災、東日本大震災の教訓を生かした内閣府の示

している内容に即したものに変更をお願いしたく、

女性の参加は避難所運営にも必須というこのお考え

については、このような内閣府の示しているものに

ついてはいかがでしょうか。検討はしていくという

ことですので、ぜひともこういう視点を盛り込んで

いただきたいのですが。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） それではまず女性の参

加についてでございます。避難所運営にかかわらず、

地域防災全般におきまして女性の参加は重要である

と考えております。 

 平成26年度に静岡大学の池田教授をお招きし、避

難所生活について、自主防災会研修を開催いたしま

した。各自主防災会からは男性・女性役員の各１名

に出席をいただいております。男女ともに女性の視

点での避難所運営の重要性に、今さらながら気がつ

いたとそういった御意見が多く寄せられておりまし

た。 

 避難所運営におきましては、避難所の中から運営

委員を選出し、運営されることが本来でございます

ことから、御意見を踏まえまして女性の参画を促し

てまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） よろしくお願いします。 

 教育委員会が、教育委員会がといいますか、先ほ

どおっしゃった各所管がそれぞれつくる避難所運営

マニュアルも、今申し上げた自治会がつくっていか

なければいけない。避難生活計画書も住民が主役で

す。我が地区の自主防災会長に、避難生活計画書を

作成しなければならないことを知っているかとお尋

ねしたところ、知らなかったと言われました。各自

主防災会、自治会、市民に、市がひな形を提供し、

避難所運営マニュアルの作成から訓練をするように

徹底しなければ本番に備えられないと思いますが、

それら自治会等に徹底していく計画はありますか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） お尋ねの避難生活計画

書につきましては、こういった自主防災会活動マニ

ュアルというものを、役員は交代をいたします。役

員の方それぞれ１冊ずつが原則でございますが、場

合によっては複数ずついってる自治会も、自主防災

会があることと思います。その自主防災会の新規役

員交代のときに、この今お見せしました自主防災会

活動マニュアル、こういったものを継続して引き続

き充実をしていただくということを、説明はさせて

いただいております。この中で、事細かになかなか

説明していない部分もございます。御指摘のとおり、

普及が足りないということでございますので、それ

を踏まえまして改めて肝に銘じまして普及活動に努

めてまいりたいというふうに考えております。以上

であります。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） よろしくお願いいたします。 

 では４番に移らせていただきます。 

 湖西市地域防災計画資料編の湖西市避難行動要援

護者支援プランの対象に、妊産婦が明記されており

ません。一番下の欄の担当地区民生委員及び要支援

者対策班長が認めた者というくくりに入るとは思い

ますが、また同資料の別のページには、要配慮者の

避難体制の整備というところに、外国人とは記載さ

れておりますが、妊婦・妊産婦・産後母子はありま

せん。このような地域防災計画を市民の皆様が、こ

の厚いものを見る機会はないとは思いますが、何か

の折にもというところで明文化して、市民に妊産婦

も要援護者であるという意識づけをしたほうがよい
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のではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） 妊産婦につきましては、

通常はみずからが行動できる状態にあると考えられ

ることから、現在、湖西市避難行動要支援者支援プ

ランの対象者としておりません。 

 湖西市津波避難計画において、妊産婦は要配慮者

として明記していますことから、今後、各種個別計

画を見直す中で明文化をしてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） では個別計画を見直し、本当

に即生きた、いろいろなプランになるようにお願い

いたします。行動計画になるようにお願いいたしま

す。 

 では５番。熊本県、熊本地震では、済みません、

私の表記が熊本県が入っておりますが、正確には平

成28年熊本地震が内閣府から発表された呼び方でご

ざいました。県を抜かしますが、熊本地震では、乳

幼児の泣き声に遠慮して、母子が車中泊する家庭が

多く、所在がつかめず乳幼児への救援物資を配布で

きなかったそうです。 

 指定福祉避難所は、湖西市は高齢者施設５カ所と

障害者施設１カ所です。健康に配慮し、感染予防対

策を初めとして衛生的な環境を確保する必要のある

妊産婦、母子に特化した避難所を設ける必要がある

と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） 妊産婦や母子に特化し

た避難所を設けることは、難しいと考えております。 

 しかし、災害や避難者の状況に応じまして、特化

した部屋を設けることは必要であると考えていると

ころでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 御検討よろしくお願いいたし

ます。 

 では６番に行きます。 

 湖西市医療救護計画では、救護病院は市立湖西病

院及び浜名病院で、担当業務に助産も記載されてお

ります。両病院で現在産科は標榜しておりませんが、

対応できるのでしょうか。できない場合の協力病院

はあるのでしょうか。 

 また、市立湖西病院を妊産婦、乳幼児に特化した

避難所に指定できないか、お聞きします。それは

200床あるところを現在105床しか稼働していないと

いう現状から、市民貢献の道を検討願いたいからで

ございます。よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） 湖西市医療救護計画に

おける救護病院の担当業務の一つに助産とあります

が、御指摘のとおり湖西病院、浜名病院では対応が

できない状況でございます。この場合は、静岡県広

域災害救急医療情報システムにより、災害拠点病院

等の受け入れ可能病院が照会できますので、搬送が

必要な場合には、このシステムを利用して搬送を行

うこととなります。 

 続いて、湖西病院を妊産婦や乳幼児に特化した避

難所に指定できないかという御質問につきましては、

湖西病院は救護病院であり、また病院前には救護所

を設けてトリアージを行い、病院での治療が必要と

判断した人しか入ることができませんので、避難所

に指定はできません。以上であります。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 先ほども述べましたが、今後

の湖西病院の病院改革プランも今進んでいるところ

ですが、とにかく市民への貢献の道というものを考

えた運営をしていただきたいと思っております。 

 東日本大震災で甚大な被害が出た岩手・宮城・福

島３県では、災害時に高齢者や障害者を受け入れる

福祉避難所は、震災前と比べて５倍になったとの新

聞報道がこの９月ありました。理由は、福島県は震

災を機に各市町村が災害弱者対策の重要性を実感、

岩手県は震災時は後からの指定も認められたが、避

難を円滑に進めるためには事前指定が大切と痛感し

たとのことです。 

 また浜松市は福祉避難所として開設できるよう協

定を締結した施設が2015年末で255カ所になったと、

つい最近の新聞で読みました。当市は６カ所ですが、

それは浜松の20万の人口のところと６万人のところ

ではもちろん差がありますが、しかし255カ所と６
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カ所というのは、その対比からしても余りにも少な

いと思いますし、被災３県が５倍に今はなっている。

指定をふやしたよという、事前にしておかなければ

急には受け入れられないんだという、このような報

道も参考にしていただきながら検討をお願いしたい

と思います。 

 妊産婦、乳幼児に限らず、発達障害のある方々、

自閉症とかですね、また視力障害、聴覚障害、ペッ

ト同行者などの一般の避難所で皆様と一緒に生活し

づらい方たちの避難所の検討はいかがでしょうか。

とにかく避難所が少ないということ、それからそれ

ぞれの特化した避難所が必要だということが、他市

の事例で出ておりますので、それに対してはいかが

お考えでしょうか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） 御指摘のとおりに、数

のことでいきますと255対６ということでございま

す。これについては、いろいろな場合が想定されま

すが、病院に際してもそうでございます。広域連携

というところでの県のほうへの要請の中で対応をせ

ざるを得ない状況もあるかと思います。 

 また、避難所へのペットを仮に例でとりまして、

最近におきましては愛玩動物を同行避難という状況

に変わってきております。これについても県を初め

として環境部のほうで推進をしているところでござ

います。ただ、同行避難と言いましても、必ず連れ

てくる必要があるかどうかという部分がございます。

そのペットにおいても１カ所に集中されることがい

いのか悪いのかということも、飼い主の方のお考え

があろうかと思います。 

 湖西市においては地区によっては津波が押し寄せ

る区域、津波が押し寄せない、火に対しての区域、

家屋が倒壊する区域、地域地域の御事情もございま

すので、飼い主の方、また避難される方、常々、そ

れこそ危機管理意識をもって毎日をお過ごしいただ

くことを期待しております。以上であります。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 熊本市では動物病院の先生が

東日本大震災のペットの状況を見て、飼い主と離れ

離れになった状況を見て、自分の病院を耐震化工事

して、2013年に自家発電や給水設備を準備して、今

回の地震ではペット同伴者230人を発災直後から受

け入れていたそうです。新聞記事がありました。 

 当市はそのようなことは今準備しているところは

あるようには聞いておりませんが、せめて、今危機

管理監がおっしゃいましたとおり、飼い主の自助努

力という意味で、それも含めまして、静岡県の動物

保護協会が出しているチラシが、これはコピーです

のできっとカラー版で出てると思うんですけれども、

日ごろから飼い主がどのようにペットについてのド

ックフードだとか水だとか、リード、首輪、それか

らゲージへ入れる習慣だとか、犬と人間が一緒に撮

った写真を持っておくとか、首に犬の情報をつけて

おくとか、そのようなものを準備しておくことも必

要だという、こんないいチラシがありましたので、

こういうものを全戸配布して市民への啓発もしてい

ただきたいと思います。 

 しかし、繰り返しますが、新居の焼却場の跡地を

同行避難からは随分湖西の方であれば離れてしまい

ますが、ペットを収容するところにするというよう

な案も、防災公園にしてヘリコプターのヘリポート

もつくりというような案もありましたが、いずれに

せよ、すぐできないにしてもいろいろな形でそれぞ

れの障害や一般の方たちと暮らせれない、自宅で暮

らせるのは耐震化をしたり、食料の備蓄などをして

自宅で暮らせるのが一番最良だとは思いますが、そ

の方たちへの特化した福祉避難所の増設というのも、

ぜひとも考えていっていただきたいと思います。い

かがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） 御指摘を踏まえ、研究

してまいりたいと考えております。ありがとうござ

いました。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 今答弁が特化された避難所の

話になりましたが、ぜひこのような啓発チラシをま

た全戸配布できるような、今２軒に１軒はペットを

飼っている状況がありますので、その御検討もお願

いしたいと思います。 

 では７番に行かせていただきます。 



１２３ 

 来年４月からスポーツ推進課所管の６施設が、ス

ポーツ施設が指定管理者に委託されますが、災害時

の拠点施設になっているところもあります。熊本県

地震では委託契約の要綱に災害時対応マニュアルが

なかったため、契約した内容しか行動できないとい

うことがあって動けなかったという、一番避難所と

して開場もしてもらえないというようなこともあっ

たりして困ったということを、熊本県の議員さんか

ら聞きました。既存の施設を含め、どのように今後

指定管理の契約内容を進めているのか教えてくださ

い。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） それでは当市の状況をお

答えいたします。 

 既に指定管理者制度を導入しているアメニティプ

ラザは、災害時には施設を休館とし、災害復興期間

は地域住民の避難場所として使用することを基本協

定書に定めております。また、指定管理者は災害時

に備えた危機管理計画書を策定するよう業務仕様書

に定めております。 

 今後、指定管理者制度を導入する６施設について

も同様に基本協定書並びに業務仕様書で定めるよう

していきます。以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） いざ、本当に、繰り返します

が、あす来るかもしれない状況の中で、準備万端整

えて、少しでも被害が少なくなるよう準備、自助・

共助・公助というところの公助の部分でも、事前に

準備できることをリアルな形で進めていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 最後に、この７月７日に内閣府男女共同参画局長

より、各都道府県知事政令指定市市長宛てに、男女

共同参画の視点からの防災研修プログラムについて

依頼として、たくさんのＰＤＦが張りついたものが

発信されました。手引だけでも56ページにあります

が、まず手引を読んでから研修を始めてくださいと

いうようなことが書いてありましたが、とにかくそ

れぞれの部署で使えるＰＤＦの内容だと思います、

全部開いてみてはおりませんが。これらの男女共同

参画の視点からの防災・復興にかかる研修を一日も

早く実施していただきまして、未作成の避難所運営

マニュアルや修正を加えなければならないところは

そのような視点に立った修正を加えていっていただ

きたいと思います。 

 本日は防災会議に助産師を加えてほしいというこ

とに関しては、研究していく、前向きに検討してい

くというふうに理解したいですが、よろしいですか

ね、市長さん。という、うなずいていただきました

ので。それから、女性を避難所運営会議を含め女性

の視点を生かした避難所運営マニュアルを策定し、

不幸にも発災した場合にはそれを実施してほしいと

いうこと、そして一般の避難所で生活しにくい妊産

婦、乳幼児、発達障害の方々や、各種障害の方、ペ

ット同行者などが安心して避難生活を送れる避難所

設置の準備をしていただきたいということ、その中

には湖西病院の活用・開放ということも強くお願い

いたしました。ぜひとも全てを前向きに検討してい

ただきまして、市民が安心した発災後の生活が送れ

るように、お互いに努力していきたいと思いますが、

よろしくお願いいたします。これで、私の質問を終

わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、６番 佐原佳美さん

の一般質問を終わります。 

 ここでお昼の休憩とさせていただきます。再開は

午後１時といたします。 

午前11時59分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（二橋益良） 休憩を解いて、午前に引き続

き会議を再開いたします。 

 それでは４番 高柳達弥君の発言を許します。４

番 高柳達弥君。 

  〔４番 高柳達弥登壇〕 

○４番（高柳達弥） ４番 高柳達弥でございます。

通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 最初に、地震・津波対策の取り組みについてを伺

います。先ほど先輩議員が質問しておりまして、か

ぶる部分もあるかと思いますが、よろしくお願いい

たします。 

 質問する背景と経緯として、東日本大震災が発生
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してから５年半になりますが、いまだに被災地では

14万人が避難しており、仮設には８万人が住んでい

るといわれ、復旧・復興が進んでない状況が見受け

られます。 

 熊本地震では、震度７の地震に２度見舞われ、震

度１以上の地震が2,000回近く続いており、建物被

害は全壊8,500戸、半壊２万7,000戸と被害を受け、

避難所で暮らす人、車中泊など一時は7,000人を超

える避難者が厳しい生活状況に置かれていることが

報道されています。 

 このように自然災害による想定外の被害に見舞わ

れる恐ろしさを教訓に、今できる対策は何か見きわ

めて、着実に事業を実施し、来るべき大災害への備

えを万全にすることが大事と痛感するものでござい

ます。 

 我が湖西市においては、想定される駿河トラフ、

南海トラフを震源としたマグニチュード８クラスの

巨大地震、レベル２の地震・津波を想定して、さま

ざまな施策のもと事業を展開しています。 

 このもととなる湖西市地域防災計画平成28年３月

版、また湖西市地震・津波対策アクションプログラ

ム2013では、熊本地震の教訓や課題を取り込み、見

直すとともに、静岡モデルを推進し、地域の安全度

の向上を目指した取り組みが必要と考えます。 

 そこで、市民が安全で安心して暮らせるために質

問１といたしまして、地震・津波対策事業の本年度

の取り組み状況と今後の見通し、また静岡モデルに

おける本市の事業の整備状況はどうか、お伺いいた

します。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。登壇してお願い

します。 

  〔危機管理監 松本裕行登壇〕 

○危機管理監（松本裕行） 御答弁をさせていただ

きます。 

 本年度の取り組みは、議会の承認をいただいた後

に本契約を締結する住吉地区命山の建設着工、その

ほかに日ヶ崎地区津波避難タワーの設計と用地買収

を進めます。 

 住吉地区命山は、来年度末の完成を目指し、日ヶ

崎地区津波避難タワーは、来年度着工・完成を予定

しています。 

 静岡モデルの推進につきましては、県が上田町特

定利用斜面保全事業をスタートさせており、掘削し

た土砂を住吉地区命山で利用できるように準備を進

めているところでございます。また、今切口防潮堤

につきましても、本年度から県が工事を実施すると

伺っております。以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君、よろしいですか。 

○４番（高柳達弥） ありがとうございました。た

だいま説明がありましたけどが、静岡モデル初め、

いろんな事業が着実に、津波避難施設等、整備が着

実に進められていると思いますが、４次被害想定で

は、犠牲者のほとんどが津波によるものと想定され

ますので、予定地も含め早期に完成を目指すような

形でお願いをしたいと思います。 

 また、とかくハード面に、事業のハード面に目が

向きますけどが、ソフト面の事業も、ソフト面につ

いてはやはり意識が薄れるということで、防災意識

の高揚、教育、防災組織の活性化とか、訓練の充実

等、こういうソフト事業も引き続き充実して進めて

いただきたいなとそんなふうに思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 では次に質問２に行きますけどが、よろしいです

か。 

○議長（二橋益良） どうぞ。 

○４番（高柳達弥） 質問２。地域防災計画は災害

対策基本法に基づき作成され、国・県の計画に沿っ

て湖西市地域にかかる地域防災計画を今までよりさ

らに見直し、平成26年３月に共通対策、地震対策編

の全面改正、津波対策編の策定等を行い、平成28年

３月版まで毎年修正されたのが、この分厚いピンク

の本になります。 

 法律により策定されている計画は、緻密でほぼ完

璧に災害対応できるように見直しされてきている計

画であると思います。市及び行政区域内の防災関係

並びに公共団体、その他防災上重要な施設の管理者

は、この計画を熟した中で災害が起きたとき事業に

当たることとなります。当然、法律により熊本でも

この計画ができていたと思いますが、報道によりま

すと、この防災計画が役に立たなかったと聞きます
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が、これは報道の混乱によるものかわかりませんが、

この地域防災計画が災害のとき、本当に機能するよ

うにできているか、また計画書を使いこなせるか心

配なところでございます。 

 熊本地震の教訓や地震予知の見直し等により、防

災計画を改正すると思いますが、本市の防災計画書

をどう評価し、今後市民の生命、身体及び財産を災

害から守るため、計画書を身近なものとしてどう活

用していくかをお伺いいたしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） 答弁をさせていただき

ます。 

 評価につきましては、自主防災会が行う訓練や市

が整備する津波避難施設など、着実に計画を実施し

ているものと評価をしているところでございます。 

 今後も市民の安全を確保するため、優先順位を見

きわめ、地域防災計画を推進してまいりたいという

ふうに考えております。以上であります。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） わかりました。熊本地震とか

教訓、いろんな教訓がございますが、そういうのも

十分踏まえて、またこの計画書のほうを見直して活

用するような形でよろしくお願いしたいと思います。 

 次に質問３でよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） どうぞ。 

○４番（高柳達弥） 防災訓練や防災設備・機器の

点検など、災害発生時に備えて防災会活動マニュア

ルにより平常時より各自主防災会は活動されている

と思いますが、どう評価されているか。また自主防

災会の平素における災害予防のための活動に対し、

市の指導、組織育成などはどのようにされているか、

お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） 御答弁をさせていただ

きます。 

 発災初期におきましては、公助が地域の末端まで

行き届かないおそれが強く、地域においては防災の

中心的役割を担う自主防災会の活動は極めて重要で

あり、本市もその強化と活性化に力を入れてまいり

ました。 

 防災訓練につきましては、自主防災会が中心とな

り、地域を取り巻く各団体が一体となり、実効性の

ある訓練が行われていると認識をしております。 

 また減災活動や初動救助などの重要性が高まって

いることにつきまして、本市では地域防災指導員の

養成を行い、自主防災会の育成や指導に努めてまい

りました。そして、市の出前講座も多くの自治会や

自主防災会で御利用いただいております。 

 本市は全ての地域におきまして、自主防災会が組

織されているとともに地域防災指導員や消防団との

連携も推進されており、地域防災力を向上していく

ための土台と体制は整っているものと認識している

ところでございます。以上であります。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ありがとうございました。た

だいま湖西市地域防災指導員が自主防へ指導されて

るというようなことを聞きましたが、防災指導員が

自主防災会へ防災活動の支援とか訓練の企画・立

案・実施等の指導をするというようなことがうたわ

れていますが、その成果ですか、どういうことをや

られているか。また成果は、自主防災指導員の成果

というものを教えていただきたいと思います。 

 それと、防災指導員は今任期が５年となっていま

すけどが、その指導をされる方はどのぐらいの経験

者がいるかということで、ほとんどがそういうよう

な経験を積んだ方だと思いますけどが、そういう指

導できるような防災指導員の方はどの程度いるのか

教えていただきたいと思います。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） まず訓練の成果でござ

いますが、自主防災会の説明会が終わった後に、今

回の９月１日の防災訓練を例えて例にいたしますと、

その訓練を前に自主防災会の皆さんにお集まりいた

だきまして、地域防災指導員が４つのブロックに分

かれまして、無線の使い方、いろいろな治具とかい

ろいろ机上の訓練の仕方、防災資機材の操法、操作、

今回は可搬ポンプを使っての操法、水出しから鎮火

まで、そういったさまざまな訓練を午前中かけまし

て実施をしている。そんな事例が一つございます。

また、出前講座を自主防災会のほうに出かけていき
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まして、また地域のほうに出かけていきまして、い

ろいろメニューに応じて対応させていただいている

ということでございます。 

 その効果につきましては、数値的なものは持って

おりません。ただ、その回数によりまして着実に地

域の中に根づいているというふうに考えております。 

 もう一点でございますが、防災指導員が自主防災

会の指導ということでございますが、今現在43名の

自主防災会の委員の方がお見えになります。そのう

ち女性が７名でございますが、それぞれ研修を受け

たり、各自主防災会の中で分科会に分かれておりま

して、その中で研さんをし、相互に質の向上を図っ

ておりまして、そういったことを活力としまして地

域防災会、自主防災会のほうに少しでもお力になれ

るように応えているというところで認識をしており

ます。以上であります。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ただいま地域防災指導員の方

の活動ということで、無線訓練とか治具とか可搬ポ

ンプ、それから出前講座ということで、地域の防災

会に対して大変尽力されていることがわかりました。

また引き続いて防災指導員の皆さん方の活躍をお願

いしたいと思います。 

 それでは質問の４へ行きたいと思います。 

 質問４。過去の震災では救援物資の調達・輸送に

遅滞が見られたが、熊本地震においては、被災者に

届かない物資、県防災計画役に立たずとの見方で、

その状況をメディアが全国放送し、今度は膨大な量

の物資が届けられ、それを受け入れる側が混乱状態

になったと報道でありましたが、本市での物資の調

達、備品・備蓄品の確保、輸送体制などの計画と対

策はどう進められているか、お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） 熊本地震におきまして

は、発災直後の救援物資遅滞がクローズアップされ

ましたが、大規模災害の場合、特に発災直後72時間、

つまり３日間でございますが、人命救助や救援及び

物資等を受け入れるための輸送道路等の復旧などに

力を市は割いていく必要がございます。 

 したがいまして、避難所において最初の３日間は

自助と共助により生活をしていただかなくてはなら

ないということから、最低３日分の水・食料を持っ

て避難をしていただくように周知を図っているとこ

ろでございます。 

 ４日目以降につきましては、現在、国と県ではプ

ッシュ型の救援を計画し、市からの要請がない状態

でも食料などを市へ配送する計画になっております。 

 また本市では、昨年、静岡県トラック協会西遠支

部と協定を締結し、物資の輸送に御協力をいただき、

輸送体制の強化を図っているものでございます。以

上であります。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） わかりました。水・食料の備

蓄ということでございますが、それぞれ３日分とさ

れていることですが、熊本の場合には７日分という

か、１週間分が必要だというような反省の教訓とい

うのが載ってましたので、またそういう点も考慮し

ていただきたいなと思います。自助・公助と言いま

しても、やはりなかなかあれですので、そこら辺を

お願いしたいと思います。備蓄のほうをお願いした

いと思います。 

 また、物資の輸送につきましても、プッシュ方式

もありますけどが、各地から物資が輸送されますけ

どが、集積所へ輸送されますが、その間の交通とい

うか、道路整備とか、輸送体制の整備も必要ですけ

どが、また集積所から避難所への配布方法とか、集

積所と避難所との連絡体制とか、そういうのもまた

検討していただきたいなとそんなふうに思います。 

 それでは次に。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） 先ほど私の答弁のほう

で一部訂正をさせていただきたいと思います。申し

わけございません。 

 静岡県トラック協会西遠支部と申しましたが、西

部支部が正しいということでございますので、訂正

をし、おわびを申し上げます。申しわけございませ

んでした。 

○議長（二橋益良） それでは、高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） それでは質問５に入ってよろ

しいでしょうか。 
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 質問５。災害時に市は避難所となる学校等18カ所、

また福祉避難所は６カ所を施設管理者の協力のもと、

避難所を開設し、避難所等の運営を行うため、市職

員を配置します。そして避難所は多くの人が長期間

にわたって共同生活をするため、避難生活が円満に

送れるよう自主防災会、施設管理者、避難者、市職

員などが協力して、一定のルールに従った組織体制

をつくり、避難所を運営することになりますが、運

営には職員に相当の負担がかかると想定されるが、

どこまで関与し、湖西市市職員の役割範囲をどう考

えておりますか。伺います。 

 熊本地震においては、市職員が避難所の運営など

に追われ、緊急事態等に職員が対応できなかったり、

また復興計画や将来のまちづくりなど最も力を入れ

るべきところに職員を集中できないなどが教訓とし

て報道されていますが、少ない職員の中で何でも職

員がやる体制は改め、本市の避難所運営は市民に任

せる体制に見直し、そのための訓練を繰り返し実施

する必要があると考えますが、市のお考えをお伺い

いたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） 発災当初より避難所運

営につきましては、自治会や自主防災会による共助

により行っていただくことになっております。 

 市対策本部は避難所でのニーズの拾い上げや、市

からのお知らせを伝達する連絡員の派遣を行い、避

難所の運営支援を行うものでございます。以上であ

ります。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 避難所には一人配置しても学

校では18カ所、福祉だと６カ所、24カ所。一人では

ないもんですから、相当な数になって、六、七、八

十人ぐらいになるんですか。そうなるともうほとん

ど市の職員が避難所のほうへくぎづけになってしま

って、ほかのほうに手が回らないということもあり

ますので、本当に避難所の運営というのは自治会な

り自主防災会とか、避難された方にいろいろ避難所

の運営をしていただくというような形を、訓練を通

して、そういう形にしていただくような形がいいん

ではないかなと思います。熊本の教訓もそうですの

で、そんなふうにお願いしたいなと思います。 

 これで終わりですけどが、やはりいつも言われて

いることは、やはり自分の命は自分で守るというこ

とで、そういうことでしていかなければ、誰も大災

害では助けてくれる人はいないということですが、

そういうような形になるような形で、市がいろいろ

訓練から実際のときにも市がどうサポートするかと

いうことでいろいろ研究をしていただきたいなとそ

んなふうに思います。 

 先ほどの避難所になりますけどが、やはり避難所

で問題になるのは、具体的にはトイレとか食料、医

療、着がえ場所とか、プライバシーの問題などとい

うことでございますが、やはり避難所運営がしっか

りしていれば組織体制内で解決できるので、この体

制整備というのが重要と思いますので、本市では体

制を確立して訓練をまた重ねることが本当に重要だ

ということで、重ねてお願いしたいなとそんなふう

に思います。１番は以上でございます。 

○議長（二橋益良） それでは項目２番のほうに行

ってください。 

○４番（高柳達弥） 次に２番をお願いしたいと思

います。湖岸防潮堤の整備についてをお伺いいたし

ます。 

 質問の経緯は、昨年６月定例会で防潮堤の整備の

必要性を一般質問しましたが、その後の状況を確認

し、早期に防潮堤の整備を促すために御質問いたし

ます。 

 質問１といたしまして、浜名湖の湖岸堤防整備の

要望は、昨年も県に要望しているが、要望の状況に

ついてお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 県に対しましては、平成24年

度から浜名湖護岸整備促進を要望いたしております。

昨年度は、県から地震・津波対策アクションプラン

に位置づけた津波対策施設の整備を、地域住民など

関係者との合意形成を図りながら早急に進めていき

たいとの回答をいただきました。しかしながら、残

念ながら、その後の進展は見られておりません。そ

こで今年度も７月に県庁に出向き、要望をしてまい

ったところでございます。以上で答弁とさせていた
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だきます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 今の報告で、ことしも県へ要

望されて、去年もということで、２回だけなんです

かね、回数は。それと要望先というんですか、新聞

で見ますと県知事とか副知事ですか、そういうとこ

へ要望したということですけどが、あとそういう堤

防に関係するとことか、関係のところは要望してる

かどうか、その辺は。回数で見ると去年とことしで

２回だという。本当に儀礼的な要望というような形

になってると思いますけどが、そこら辺はどんな状

況になってるか教えてください。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 24年度から要望しております

ので、24、25、26、27、28ですから、今回で５回目

の要望でございます。 

 それと知事にお伺いした後、必ず副知事、担当副

知事にもそれをお伝えし、その後、担当の部まで行

って、そういう意味では３カ所、それで部はそれぞ

れのあちこちの部がありますので、この問題に関し

ては基盤整備部ですか、いうような形で、済みませ

ん、交通基盤部ですね、に要望いたしております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） わかりました。肝心の財政当

局とかそういうところへ行かないと、またよくない

んではないかなとそんなふうに感じました。引き続

き何回も要望をしていただくような形で、知事とか

副知事は偉い人なもんですから、そうでなくて本当

にそういう前線というか、一番担当でやってるとこ

ろに何回も行っていただくというような形でないと、

やはり要望は通らないんではないかなとそんなふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に質問２に移ります。 

 堤防護岸の状況は、前にも石積みが老朽化し根元

は洗掘され崩壊の状況にあるので整備の必要性を質

問しました。また先輩議員も以前に護岸の石積みの

補修等整備の必要性について質問されていますが、

河川堤防の状況は県の河川パトロールや河川管理協

力員がパトロールし点検されていると聞きましたが、

点検状況をお伺いいたします。また、堤防の傷んだ

ところは補修しているかどうかをお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（青島一郎） 県が行う河川パトロ

ールの対象は、２級河川の今川、入出太田川、笠子

川の３河川であります。これらの河川の河口部を含

む下流から上流まで、職員２名を基本として車両そ

れから徒歩により、護岸の状態を目視で、また設定

した定点ポイントにて河川内の堆積状況を点検して

いるということでございます。 

 点検は年に１回、梅雨前の４月から５月の２カ月

の間に行っております。また、今川につきましては

職員のパトロールに加えまして、河川管理協力員を

市民の方にお願いし、月１回、パトロールを行い、

目視にて確認し、結果を報告していただいている状

況でございます。 

 なお、異常箇所につきましては過去５年間はあり

ませんでした。異常を発見した場合は、異常の程度

により予算内での修繕、次年度以降の予算確保、経

過観察等で対応しているということでございます。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 河川のパトロール、それから

管理協力員のパトロール状況等よくわかりました。 

 そこで市長に伺います。堤防護岸が50メートルに

わたり崩壊し破損して、堤防に穴があき、背後地の

土砂が流れているまま放置されている堤防の状況を

認識しているかどうか、お伺いいたします。なぜ、

放置したままになっているか、またお伺いいたしま

す。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 浄化センターの近くだという

ふうに、そこが御指摘かなと思いますが、認識いた

しております。県にもそれをしっかり伝えておるは

ずでありますが、すぐに着工になっておりません。

以上であります。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 市長も認識しておって、県の

ほうにも連絡してるということですが、そういうこ

とで堤防がもう崩れて背後地の土砂が流れてるよう
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な状況で、そんな報告だけで、そのまま放っておい

て、市の姿勢としていいものかどうか。その点をお

伺いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（青島一郎） ただいま御指摘の箇

所でございます。これにつきましては、今市長から

も発言があったように、県のほうに情報を出し協議

をしておりますけれども、過去の堤防の構築のいき

さつもございまして、今、そこの管理主体というの

が明確になっていないという現状がございます。と

いうことで、市としましても根元のほうが穴があい

ている状況というのは確認をして、県も確認をして

おりますけれども、そこの修繕につきましては、い

まだどちらがどのようにやるかというのは調整中で

ございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） パトロールも何してるかとい

うことと、また管理者もわからないということでそ

のままになってるということですが、やはり背後地

は市の土地だもんですから、最低限、土のうを並べ

るとか何かそういうようなことをやるのが普通の考

え方であって、そのまま放っておくというのは本当

に行政として怠慢ではないかなと。これがこういう

状況でいいかどうかということで、これが本当の三

上市政の姿勢なのかどうか、ちょっとお伺いしたい

なと思います。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 今、都市整備部長が答えまし

たように、当然、護岸の責任は県だと我々はそう思

っていて、県にやるべきだと言っていたところ、何

かいろんな事情が過去のいきさつであったようなこ

とを聞いて、ちょっとその論争が決着をついてない

という状況になり、困っているという状況でござい

ます。長く放置しておくことはやはりまずいと思い

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） やはり背後地は市の土地だも

んですから、やはり市として自分のところについて

はやはり守るというんですか、保護していくという

のが、市の土地というか、市民の土地なので、やは

りそういうことで守るということをしていただきた

いなとそんなふうに思います。 

 そういうことで最小限の仮復旧ということで、自

分の市のとこの土地は砂が流れ出ないような形で、

やはり復旧をしていただきたいとそんなふうに思い

ます。言ってもしようがないですので、これで終わ

りますけどが。 

 それではやはり、市の土地のところについては、

土のうやるなり、やはり仮復旧をしていただいて、

早急に県にお願いして直していただくとそのように

お願いしたいなと思いますけどが、どうでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 繰り返しになりますが、全く

気持ちとしては高柳議員のおっしゃるとおりでござ

います。長く放置しておくことはできないと思いま

すので、早目にこの問題、決着をつけ、工事に入る

べきだというふうに思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） ではよろしくお願いいたしま

す。それではこれで一般質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で４番 高柳達弥君の一

般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 次に、３番 土屋和幸君の発

言を許します。それでは３番 土屋和幸君。 

  〔３番 土屋和幸登壇〕 

○３番（土屋和幸） ３番 土屋和幸です。よろし

くお願いいたします。 

 私のほうは障害者支援についてお伺いいたします。

障害者支援の関係は本当にたくさんあるんですけど

も、今回は地域活動支援センターの設置と相談業務

についての２点をお尋ねいたします。 

 最近、福祉を取り巻く事件が多発しております。

神奈川県の施設の例は、大変痛ましい事故でもあり

ます。こうした厳しい社会状況の中で、湖西市には

地域活動支援センターもなく、障害者の方々にとっ

て憩いの場がないのが実情であります。 

 地域活動支援センターが設置されれば、精神障害

者の方が家から少しでも外出するチャンスを得られ
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ることにもなり、そこから外出の喜びを知り、将来

的には就労に結ぶつけばと思います。 

 あわせてひきこもりされている方々にも、地域活

動支援センターがいい機会となり、少しでも社会と

接点を見出すことができればと考えます。 

 また現在障害者相談業務についても、湖西市にお

いては実施されてはおりますが、市ではこの業務の

内容で十分に障害者本人、保護者の方々の要求は満

たしているかをお尋ねいたします。 

 質問の目的でありますが、地域活動支援センター

の設置は国の必須事業でもありますが、このまま未

設置でいいのかをお尋ねします。また、障害者相談

業務政策についても新たな対応が必要と考えますが、

そのために質問をいたします。 

 質問事項１でありますが、地域活動支援センター

の必要性について、市はどのように認識しているか、

また今後設置の予定はありますかという質問であり

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 市長。登壇してお願いします。 

  〔市長 三上 元登壇〕 

○市長（三上 元） 地域活動支援センターは、現

在、本市には設置されておりません。浜松市の地域

活動支援センターに委託しております。 

 また社会交流の機会づくりのため、市独自の事業

として健康福祉センター内にて月３回程度のデイケ

アを実施している状況でございます。 

 精神保健福祉手帳所持者も増加傾向にあることか

ら、設置の必要は感じており、来年度の開設に向け、

現在準備しているところでございます。以上で答弁

とさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） 来年度設置するというふうに

理解をしてもよろしいということでいいですか、健

康福祉部長。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） ただいま市長が答弁

申し上げましたとおり、来年度設置すべく現在準備

調整中でございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） ありがとうございます。来年

度設置していただけるということでありますので、

それに期待するわけですけども、現在、例えば浜松

市のほうに委託してやっておるということなんです

けども、今度湖西市でやる場合は、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ

型というふうにあると思うんですけども、そのうち

のどの辺、どの型を考えておるか、ちょっとお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） Ⅰ型で予定をしてお

ります。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） Ⅰ型、一番内容としては充実

してるものだもんですから、非常に結構だと思いま

す。 

 それから、このⅠ型をつくっていただくんですけ

ども、こういった施設をつくるときに、障害者、こ

れらを利用しようとする人の周知の方法、今浜松の

ほうに通われている方が二、三人お見えになると思

うんですけども、そういう方に今度は湖西市になる

わけですので、周知する方法というのはどのような

方法を考えてるか、ちょっと教えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 地域活動支援センタ

ーの開設の周知ですけれども、精神保健福祉手帳の

更新時、あるいは新規の申請時、それからデイサー

ビスに来られたときとか、その他相談に来られたと

き、そういった場合に必要に応じて案内をさせてい

ただく予定でおります。それ以外に何らかの形で広

報も考えたいと思っております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） そのようにいろんな形で広報

していただいて、周知していただければいいんです

けども、もう済んでしまったことになるんですけど

も、今の浜松への委託の場合は、周知の方法という

のは非常にうまくいっていないと思うもんですから、

それを踏まえて周知をしていただければ結構だと思

いますので、来年に向けてよろしくお願いいたしま

す。 

 それでⅠ型ですと、専門職を配置して常勤で２名

以上ということなんですけども、その２名の確保の
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めどもついているというふうな考え方でよろしいで

すか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 市内に設置する場合

においても、事業所のほうへ委託をしたいと考えて

おりますが、その事業所のほうでそういった人員配

置も基準に沿ってしていただくようにお願いをして

いく予定でございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） ありがとうございます。 

 それでは地域活動支援センターについては十分な

体制ということですので、よろしくお願いいたしま

す。 

 ２番目に移ります。 

 精神障害者に対する相談業務の民間委託は現在１

カ所ということなんですけども、障害者相談業務、

週２回で、これはおぼとのことだと思うんですけど

も、２回で事足りてるのか。また今後新たに充実さ

せていくのか。また充実させていくならば具体的に

教えてください。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 委託による精神障害者の相談

件数は年々ふえておりまして、週２回の障害児者相

談については、相談日以外のメール相談も増加して

いる状況でございます。また、市の担当職員への電

話などの相談も毎日二、三件ありまして、その内容

も専門性が必要とされる傾向にあります。 

 そこで、今後は障害の種別にこだわらない総合的

な常設の相談所を、委託によりまして健康福祉セン

ター内に設け、市の関係部署と連携して充実した対

応ができる体制にしていきたいと考えております。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） 今、相談業務について、いわ

ゆる障害者相談事業を一括して受けるというふうな

お話をいただいたですけども、これは障害者の場合

は知的障害とか身体障害とか精神障害とあるんです

けども、それを例えば一人の相談員の人がまとめて

受けるとそういうふうに理解すればいいですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） ただいま市長が答弁

しました今後健康福祉センター内に相談所を設ける

といった場合に、常勤の相談員を２名で対応したい

ということで考えております。 

 障害の種別さまざまありますけども、基本的には

その２名の職員が対応する中で、より専門性が必要

な場合は、それぞれの専門の機関につなぐという形

になろうかと思います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） ごめんなさいね。今、相談員、

Ⅰ型の２名ということで２名というふうに言われた

と思うんだけど、その２名の方は精神障害者に対す

るそういう専門的な知識を持っている方というふう

に理解をすればいいですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） こちらは３障害共通

して相談を一括して受けたいということで今調整を

しておりまして、その専門が例えば精神保健福祉士

になることもあるでしょうけども、必ずしもそうい

う資格に限らず、社会福祉士であったりということ

もあるかと思います。まだそのあたりは事業所のほ

うと今後調整していくということになろうかと思い

ます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） それぞれどんな障害でもそう

なんですけども、身体障害の場合は腕のない方もあ

れば足のない方ということで、いろいろそれぞれに

悩みとかそういったものは違うので、そういった部

分で私が質問したのは、精神だけの人が受けるだけ

の専門員ですかという意味でお尋ねしたんだけど、

今の健康福祉部長の話ですと、総合的に対応できる

体制を整えると、そういうふうに理解をして、例え

ば自分が相談に行ったら、こういう相談ですけどと

いったときに、これ私は担当じゃないからわからな

いということでそこで帰されるということはないと

いうふうに理解していいですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 今議員おっしゃられ

ましたように、一応総合的な相談窓口ということで

考えたいと思っておりますので、どんな相談にもま
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ずは応じると。その相談員がどうしても対応できな

いような専門性が必要な内容になった場合には、専

門の機関につなぐというような形にはなろうかと思

います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） ありがとうございます。そう

いったことで、いわゆる私が心配するのは、障害者

の方がわざわざ自宅のほうからそういったおぼとま

で訪ねてきて、それで私がそのことについてはわか

らないというふうな回答をされて、また後日、来週

来てねみたいな話をされると困るなというのが、い

わゆる障害者の方が外出するということは、健常者

が外出するのとはわけが違って、非常にいろんな障

害の乗り越えてくる。いわゆる車で来ればまだいい

かもしれないけど、バスで来たり、人に送ってもら

ったり、そういうことがあるので、そういう意味で

お尋ねしたので、今後、今お話をお伺いしたので、

とりあえずは窓口で担当じゃないからわかりません

といって帰すということはない、絶対ないというこ

とで。 

 というのは、市役所というのは往々にして担当者

がいないからまたあした来てくれということが多い

です。ですが、それは健常者だからいいとか悪いと

かいう問題でなくて、特に障害者の場合は、きょう

来て、またあした来るということがそんな簡単では

ない。そういう意味でお尋ねしたので、そういうこ

とはその場で何とか、変な話だけど、ある程度の相

談は応じていただきたいというふうに思いますので、

その点のところを、まあ、きょう確約していただい

たのでいいと思いますので。それから、現在障害者

の相談業務、週２回なんだけども、これはもう１週

間ぶっ通しでやるというふうに考えればいいですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 毎日開設、基本的に

常設ということで市役所が開いているときにはその

相談所も開いているということで、先ほど議員言わ

れましたように、おぼと内に開設したいという意図

も、先ほど言われたように相談所と担当部署との調

整もしながら、たらい回しというようなことがない

ように対応していきたいということもございまして、

おぼと内で開設していきたいということでございま

す。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） ありがとうございます。障害

者の相談業務は現在週２回だけども、基本的には月

曜日から金曜日まではやりますよということで言っ

ていただいて、それで専門的な知識のある方が常時

２名いるので、そこで帰すということはないという

ことで、非常に１の質問でも２の質問でも、今まで

思えば格段の充実度だと思います。 

 いわゆるこういう福祉に関しては特に豊橋市、浜

松市に挟まれてる、福祉に限らないことなんでしょ

うけども、非常におくれてるというのが、非常に関

係者の間ではあるし、そういう話があるので、こう

いうのを一つ一つ積み重ねていっていただいて、そ

れと特にまた人がかわるときには一遍にかわらない

ようにひとつお願いしますね。 

 いわゆる障害者の相談業務というのは、特に障害

者本人もそうだし、親もそうなんだけど、ずっと積

み重ねてやってきてるので、初めて担当になった人

が私わからないみたいんじゃなくて、補助できるよ

うな交代みたいな、常にこれは市役所全体に言える

ことかもしれないですけども、福祉に関して特に急

にどこから来たかわけわからん人が対応して、わけ

のわからん答えをもらって帰っていったという話も

よくあるので、そこのところはまたよろしくお願い

をいたします。では、私の質問は終わります。以上

です。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、３番 土屋和幸君の

一般質問を終わります。 

 これをもちまして、９月定例会に予定しておりま

した一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 以上で、本日の日程は終了い

たしました。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでご

ざいました。 

午後１時57分 散会 

───────────────── 

 


